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地球温暖化対策の推進に関する法律 

（平成十年十月九日法律第百十七号） 

最終改正：令和六年六月十九日法律第五十六号 

（地域地球温暖化防止活動推進センター） 

第三十八条 都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止

に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動

促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適

正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれ

ぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター（以下「地域センター」という。）として指定

することができる。 

２ 地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。 

一 地球温暖化の現状、地球温暖化対策の重要性及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に

ついて、事業者及び住民に対する啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員

及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。 

二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、

並びに必要な助言を行うこと。 

三 前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態につい

て調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。 

四 地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、

定期的に又は時宜に応じて提供すること。 

五 地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をする

こと。 

六 前各号の事業に附帯する事業 

３ 都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定

都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。 

４ 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要

であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずること

ができる。 

５ 都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項

の指定を取り消すことができる。 

６ 地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げ

る事業又は同項第六号に掲げる事業（同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。）に

関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

７ 第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。 

参考 
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地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則 

（平成十一年四月七日総理府令第三十一号） 

最終改正：令和六年十月二十五日環境省令第二十六号 

（指定の申請） 

第六条 法第三十八条第一項の規定による地域センターの指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項

を記載した申請書を都道府県知事又は指定都市等の長（以下「都道府県知事等」という。）に提出しな

ければならない。 

一 名称及び住所並びに代表者の氏名 

二 事務所の名称及び所在地 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

一 定款又は寄付行為 

二 登記事項証明書 

三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 

四 法第三十八条第二項各号に掲げる事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 

五 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 

（名称等の変更） 

第七条 地域センターは、前条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ変更しよ

うとする事項を記載した申請書を都道府県知事等に提出しなければならない。 

２ 地域センターは、前条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を

都道府県知事等に提出しなければならない。 

（欠格事由） 

第八条 地域センターは、法第三十八条第六項の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わっ

た日から起算して二年を経過していない者を同条第二項第二号、第三号又は第六号（同項第二号又は第

三号に附帯する事業に係る部分に限る。）の規定による事業に従事させてはならない。 

（都道府県知事等への報告等） 

第九条 地域センターは、毎年度の事業開始前に、事業計画書及び収支予算書を都道府県知事等に提出し

なければならない。ただし、最初の事業年度においては、法第三十八条第一項の規定により地域センタ

ーとしての指定を受けた日以後遅滞なく提出するものとする。 

２ 地域センターは、毎年度終了後三月以内に、事業報告書及び収支決算書を都道府県知事等に提出しな

ければならない。 

３ 都道府県知事及び指定都市等の長は、その指定に係る地域センターの事業の適正な運営を図るため必

要があると認めるときは、地域センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の

提出を求めることができる。 

 


